
船舶事故調査報告書 

 

                              平成２２年１１月２５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 沈没 

発生日時 平成２２年７月７日 ０６時１５分ごろ 

発生場所 皆生
かいけ

漁港沖（美保湾南部） 鳥取県米子市

 淀江港沖防波堤灯台から真方位２８８°２.５海里付近  

（概位 北緯３４°２８.６′ 東経１３３°２２.４′） 

事故調査の経過  平成２２年７月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 漁船 かわつ丸、０.５６トン 

 船舶番号、船舶所有者等  ＴＴ３－７１０５（漁船登録番号）、個人所有 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質  ４.６０ｍ（Lr）×１.４０ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

 機関、出力、進水等  ガソリン機関、３０kＷ、昭和５８年５月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 年 月 日 昭和５７年７月９日 

  免状交付年月日 平成１８年１２月４日 

          （平成２４年１０月２５日まで有効） 

甲板員 男性 ５８歳 

 操縦免許なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 船体沈没 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、両人とも救命胴衣を着用して皆生

漁港を出港し、平成２２年７月７日０５時２０分ごろ、同漁港沖約２,２０

０ｍの水深約１６ｍの漁場に到着してバイかご網漁の操業を始めた。 

船長は、船尾部で腰を掛けて船外機を操縦し、甲板員が、前日に仕掛け

ていたバイかご網の揚収を行い、同かご網の揚収を終えたのち、今度は同

かご網を仕掛けるため、船首を東方に向け、船外機を微速力後進にかけて

後方に下がりながら、右舷船首から海中へバイかご網の投入を始めた。 

船長は、波が船内に打ち込むようになり、船底から約１０cm まで溜まっ

たので、甲板員に波が打ち込んだことを知らせたが、甲板員は、いつも打

ち込んでくる程度の少量の海水が打ち込んだものと思い、間もなくバイか

ご網の投入を終えることができることから、船長に対して溜まった海水を

くみ出すように依頼し、同かご網の投入を続けた。 

 本船は、船長が溜まった海水を柄杓
ひしゃく

などで何度かくみ出したころ、左舷

側から波が３度にわたって船内に打ち込み、大量の海水が入って水船状態

となり、０６時１５分ごろ、淀江港沖防波堤灯台から真方位２８８°２.５
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海里付近で沈没した。 

船長及び甲板員は、船首部に備え付けていた外径が約４０cm の救命浮輪

に２人でつかまって漂流していたところ、０６時３０分ごろ、海面清掃の

ために付近を航行していた漁船に救助された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、気温 ２２.３℃ 

 海象：潮汐 上げ潮の中央期、波高 約１ｍ、波向 北、海水温度 約１

８～１９℃ 

７月６日から７日にかけて鳥取地方気象台からは、風や波に関する警

報、注意報は発表されていなかった。 

 鳥取地方気象台発表の鳥取県中・西部の波の高さの予報 

７月６日１７時発表 今夜０.５ｍ、明日０.５ｍ 

７月６日１８時発表 今夜０.５ｍ、明日０.５ｍ 

７月７日０５時発表 今日０.５ｍ 

 国土交通省港湾局全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）のホームペー

ジに掲載された、事故発生場所の東方約７０㎞に位置する鳥取港の平成２

２年７月７日の有義波の観測値は次のとおりであった。 

０５：００ 波高 ０.７３ｍ、周期 ９.１秒、波向 北 

０６：００ 波高 ０.７１ｍ、周期 ８.９秒、波向 北北東 

 その他の事項  本船は、操舵室を有しない船外機付きの漁船で、これまでも船内に海水

が打ち込んだ場合は、柄杓やバケツにより海水をくみ出していた。 

 本船のバイかご網漁の漁具は、直径約５㎜の幹綱に、長さ約６２㎝、幅

約４４㎝及び高さ約２１㎝で重さ約１.２㎏のかご網を約４～５ｍの間隔で

約２３個取り付けたもので、幹綱の両端におもりと標識を取り付けて海中

に沈めていた。操業時間は、かご網の引き揚げに約４０～５０分、投入に

約３０分を要し、出港から入港までが約２時間であった。 

 船長及び甲板員は、本船を購入した昭和５８年ごろから２人でバイかご

網漁を行っており、操業中の２人の役割は、船長が、操船、かご網からの

貝の取り出し及びえさ付けを、甲板員が、漁場の選択、かご網の投入及び

引き揚げを行っていた。また、操業の判断は、２人で相談して行うように

していた。 

 船長及び甲板員は、出港時から小型船舶用固定式救命胴衣を着用してお

り、本船の船首部に小型船舶用救命浮輪を備え付けていた。また、甲板員

は、携帯電話を持っていたが、防水型でなかったため、本船が沈没した際

に使用できなくなった。  

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 あり 

判明した事項の解析  本船は、皆生漁港沖でバイかご網漁を操業中、

波が船内に打ち込む状況となった際、操業を続け

ていたことから、大量の海水が打ち込み、沈没し

たものと考えられる。 

 船長は、波が船内に打ち込むようになったの

で、かご網を投入していた甲板員に知らせたもの

の、甲板員が、いつも打ち込む程度の少量の海水

であると思い込み、間もなくかご網の投入を終え
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ることができることから、操業を続けたものと考

えられる。 

原因  本事故は、本船が皆生漁港沖で操業中、波が船内に打ち込む状況となっ

た際に操業を続けたため、大量の海水が船内に打ち込み、沈没したことに

より発生したものと考えられる。 

 




